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役 場 か ら の お 知 ら せ
納期のお知らせ ※�口座振替をご利用の方は､　残高確認をお願いします。

●6月30日�納期限● ●8月1日�納期限●

町県民税 1期分

国民健康保険税 2期分

介護保険料 2期分

保育料 6月分

水道料 6月分

町営住宅使用料 6月分

固定資産税 2期分

国民健康保険税 3期分

介護保険料 3期分

後期高齢者医療保険料 1期分

保育料 7月分

水道料 7月分

町営住宅使用料 7月分

町民課からのお知らせ

後期高齢者医療制度のお知らせ

※７月末日が休日のため、納期限にご注意ください。

保険証（被保険者証）を更新します！
《7月31日まで・うすい緑色》 《8月1日から・うすい紫色》

後期高齢者医療の保険証は、八百津町に住所を有す
るすべての75歳以上の方と、一定の障がいがある65歳
から74歳の方で、広域連合の認定を受けた方に交付さ
れます。現在の保険証の有効期限は平成28年7月31日
ですので、8月1日からは7月中にお送りする新しい保
険証をご使用ください。新しい保険証は、現在のうす
い緑色からうすい紫色に変わります。古い保険証を処
分されるときは、住所や氏名が見えないよう裁断する
など十分注意してください。

【平成28年度の保険料について】
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」

と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、平成28年度の保険料は平成27年中の所得を基
に個人単位で計算されます。
　5月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられた方に対して、7月中旬に「後期高齢者医療保険料
額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。

②所得割額の軽減
所得割額を負担する方のうち基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、所得割額が一律5割軽減されます。

【平成28年度の保険料の軽減措置について】

● 均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし譲
渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、
年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円（65歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額となります。

●軽減判定日は4月1日または資格を取得した日となります。

軽減割合 世帯（被保険者および世帯主）の平成27年中の総所得金額等の合計額
9割軽減 「33万円（基礎控除額）」以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下（その他各種所得がない場合）

8.5割軽減 「33万円（基礎控除額）」以下の世帯

5割軽減 「33万円（基礎控除額）+26.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯

2割軽減 「33万円（基礎控除額）+48万円×世帯の被保険者数」以下の世帯

①保険料の均等割額が世帯の所得によって下記のとおり軽減されます。

※所得＝総所得金額等－33万円（基礎控除額）

【保険料の決まり方】

平成28年度の保険料

限度額57万円（年額）
100円未満切捨て

被保険者1人当たり
42,690円

被保険者の所得※�×
所得割率8.55%

均等割額 所得割額


